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治療と就業の両立支援指針
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また、 安衛法第６８条，及び労働安全衛生規則 （昭和４７年労働省令第３２号） 第６１条第１・項では、 事業者は、，
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ｒ心臓、．腎臓、 肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者」 等につい

ては、，その就業を禁止しなければならないとしており、 同条第２項に
おいて、 ．「前項の規定により＼就業

　

を禁止しようとするときは、 あらかじめ、 産業医そ・の他専門の医師の意見をきかなければならない〕 と・し

ているところ、、これらの規定は、 当該労働者の疾病の種類、 程度及びこれらについ
での産
．
業医等の意見を

勘案の上、可能な限り配置転換、作業時間の短縮その他．の必要な措置を講ずることに土って就業の機会を
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失わせないようにし、やむを得ない場合に限り就業を禁止するものとする趣旨．であり、種々の条件を十分

　

に考慮しで慎重に判断すべきもの．である。

・‐・さらに、 安衛法第６２条では、 事業者は、 「中高年齢者その他労働災害の防止
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配慮を必要とする者については、
．これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行な，うように努めなけれ

ばならない」 こととされている。・
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これらを踏まえれば、 事業主が疾病を抱え・る労働
者を就業させると判断した場合は ．就業により疾病が

増悪しないよう、治療と就業の両立のために必要となる一定の就業上の措置及び治療に対する配慮を行う
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ことは、．労働者の健康確保対策等として位置づけられる。

　

したがって、治療と就業の両立支援は、事業場において安衛法第６９条に基づき行われる健康保持増進措



置や対策とと．もに実施することが望ましい。
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．治療と就業の両立支援を行うに当たっての留意事項

（１） 安全と健康の確保

　　　

治療と就業の両立支援に際しては、 就業によって、 疾病の増悪や再発、 労働災害が生じないよう、
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措置及び治療に対する配慮を行わないことはありてはならない。

（２） 労働者本人の取組

　　　

治療と・就業の両：立に当たっては、
．疾病を抱える労働者本人が、‐主治医の指示等に基づき、 治療を受
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り組むことが重要であるＪ

（３） 労働者本人の申出
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並びに相談窓ロ及び情報の取扱方法の明確化等、
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が一方的に判断しないよう二

　

以下の取組め必要である。
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等の関係者において必要な配慮を行う

（５） 治療と就業の両立支援の特徴を踏まえた対応
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く、疾病の症状又は治療の副作用若し，くは後遺症等によって、業務遂行能力が一時的に低下する場合

　

等がある。 このため、時間的制約に対する配慮だけでなく‐、労働者本人の健康状態や業務遂行能力も

　

踏まえた就業上の措置及び治療に対する配慮が必要となる。

（６）‐個別事例の特性に応じた配慮

　　

症状や治療方法等は個人ごとに大きく異なるため、個人ごとに取るべき対応やその時期等は異なる

、

　

ものであり、 個別事例の特性に応じた配慮が必要である。

（７），対象者、対応方法等の明確化

　　

事業場の状況に応じて、事業場内ルールを労使の理解を得て作成するなど‘治療と就業の両立支援

　

の対象者、 対応方法等を明確にしておくことが必要である。

（８） 個人情報の保護

　　

治療と就業の両立支援を行うためには、 症状、．治療の状況等の疾病に・関す．る個人情報 （以下 「健康

　

情報１ という。） が必要となるが、 当該情報は機微な情報であるこ
●とから、ノ安衛法に基づく健康診断

　

において把握した場合を除いては、 原則として、 事業主が労働者本人の同意‐なく取得してはならｒな

　

いｂ

　

また、 健康診断又は労働者本人からの申出により事業主が把握した健康情報については、 当該情

　

報を取り扱う者の範囲や第三者べの漏えいの防止も含めた適切な情報管理．体制の整備が必要である。

（９） 治療と就業の両立支援にかかわる関係者間の連携の重要性

　　

治療と就業の両立支援を行うに当たっては、 以下の関係者が必要に応じて連携することで、 労働者

　

本人の症状や業務内容に応じた、より適切な支援の実施が可能とな・る。
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事業場の関係者 （事業主・人事労務担当者・産業保健スタッフ、上司や同僚等、労働組合等）
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イ ，医療機関の関係者 （医師 （主治医等）‐、 看護師、 医療ソー
・シャルワ．」カー等）
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ウ・地域で事業主や労働者を支援する関係機関・関係者 （都道府県の産業保健総合支援センタ」、労

　　

災病院に併設する治療就労両立支援センタヤ、保健所等の保健師、
‘社会保険労務士等）

　　

また、労働者本人と直接連絡が取れない場合は、その家族等と連携して、
．必要な情報の収集等を行



う場合がある。

　

特に、 治療と就業の両立支援のためには、
‐事業場と医療機関と．の・連携が重要であｒり、 労働者本人を
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通じた主治医と．の情報共有や、．本人の同意を得た上での産業保健スタッフや人事労務担当者，と主治医

との連携が‐必要である。
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治療と就業の両立支援を行．うための環境整備
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（１） 事業主による基本方針の表明等と労働者への周知

　　　

事業主として、 治療と就業の両立支援に取り組むに当たっ．ての基本方針を表明する。

　　　

衛生委員会等で調査審議を行った上・で、 事業主として＼治療と就業の両立支援に取り、組むに当
たっ

　　

ての基本方針や具体的な対応方法等の事業場内ルールを作成し、当事者やその‐同僚となり得る全ての
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労働者 （以下 「全ての労働者」 という。） に周知することで、 治療と就業の両立支援の必要性や意義

　　

を共有し、治療と就業の両立を実現しやすい職場風土を醸成する
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・
（２） 研修等による意識啓発

　

ｉ治療と就業の両立支援●を円滑に実施するため、全ての労働者及び管理職に対して、治療と就業の両

　

立支援に関する研修等を通じた意識啓発を行う。

て３）．相談窓口等の明確化

　　

治療と就業の両立支援はミ 労働者からの申田を原則とすることからへ

　

労働者が安心．して相談や申出
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，

　

を行えるよう、 相談窓ロや申出が行われた場合の当該情報の取扱い等を明確にする。

（４） 治療と就業の両立支援に関する制度、体制等の整備
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．

　

ア ・休暇制度、勤務制度の整備

　　　

治療，と就業の両立支援においては、 短時間の治療が定期的に繰り返される場合、 就業時間にー定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－
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◆

　　

の制限が必要な場合、，通勤による負担軽減のために出勤時間をずらす‐必要があ・る場合等があること
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．
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から、 以下のような休暇制度、 勤務制度について、．各事業場の実情に応じて導入し、 治療‐のための
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‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
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・

　　

配慮を行うことが望ましい。

　　

（ア）

　

休暇制度

　　　

①

　

時間単位の年次有給休暇



　

労働基準法（昭和２２年法律第４９号） に基づく年次有給休暇は、１日単位が原則であるが、

　

労使協定の締結により、 １時間単位で付与することが可能と′なる （年５日の範囲内ｙ

② 傷病休暇、‐病気休暇

　

事業主が自主的に設ける法定外の休暇であり、入院や．通院の
ために、年次有給休暇とは別

　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
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に休暇を付与するものふ

　

取得条件や取得中の処遇 （賃金の支払いの有無等） 等は事業場ごと

に異なる●。

（イ）．，勤務制度

　

①、時差出勤制度

　　　

事業主が自主的に設ける勤務制度であり、 始業及び終業の時刻を変更することにより、 身

　　

体に負担のかかる通勤時間帯を避けて通勤する：といった対応が可能となる。

　

②

　

短時間勤務制度

　　　

事業主が自主的に設ける勤務制度であり、・療養中又は療養後の負担・を軽減すること等を目

　　

的として、 所定労働時間を短縮する制度である。

、．
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在宅勤務制度

　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　

事業主が自主的に設ける勤務制度・であり、 パソコン等の情報通信機器を活用した場所にと
▲

　　　　　　　　　

．
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らわれない柔軟な働き方 （テレワ」ク） により、 自宅で勤務することで、 通勤による身体へ

　　　　　　　　　　　　　

′
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．

　　　

の負担を軽減する．ことが可能となる。

　　

④

　

試し出勤制度

　　　　

事業主が自主的に設．ける勤務制度であり、．長期間にわたり休業．していた労働者の円滑な職

　　　

場復帰を支援するために、勤務時間や勤務日数を短縮・した試し出勤等を行うもの。，職場復帰

　　　

や治療を受けながら就業することに不安を感じている労働者や、 受入れに不安を感じている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
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▼

　　　

職場の関係者にとって、 試し出勤制度があることで不安を解消し

　

円滑な就業に向けて具体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　

　

　　　　

　

　　　

的な準備を行うことが可能‐と・なる。

イ

　

治療を受ける労働者から支援を求める申出があった場合の対応手順及び関係者の役割の整理．・

　　

ノ
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治療を受ける労働者から支援を求める申出があった場合に円滑な対応ができるよう一

　

対応手順

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　

や、事業主、人事労務担当者、 産業保健スタッフ．上司や同僚等の関係者の役割をあらかじめ整理



しておくことが望ましい。

ウ．・関係者間の円滑な情報共有のための仕組みづ．くり

」 治療と就業の両立のためには、労働者本・人を．中心に一主治医、事業主、，人事労務担当者、産業保

健スタ．ツフ、 上司や同僚等
が、 本人の同意を得た上で支援のために必要な情報を共有，し、

連携する

　

ことが重要である

　

特に、就業継続の可否、必要な就業上の措置及び治療に対する配慮に関して

　

は、症状、ｒ治療の状況、就業の状況等を踏まえ
：て主治医や産業医等の意見を求め、その意見に基づ

　

いて対応を行う必要がある。，このため、
．主治医に労働者の就業の状況等に関する情報を適切に提供

　

するための様式や、就業継続の可否、 必要な就業上の措置及び治療に対する配慮に
ついて主治医の

意見を求めるための様式を定めておくことが望ましい。 （必要に応
′じて厚生労働省労働基準局長が

定める様式例を活用）

ェ

　

治療と就業の両立支援に関する制度や体制の実効性の確保，，

　

治療と就業の両立．支援に関
する制度や体制を機能させるためには、日頃から全ての労働者に対し

　

て、 支援制度及び相談窓．ロの周知
を行うとともに、 管理職に対して、 労働者からの申出又は相談を

受けた際の対応方法や、 支援制度及び体制について研修等を行うことが望ま
●しい。◆

オ

　

労使や産業保健スタッフの協力

　

治療と就業の両立支援に関して、支援制度及び体制の整備等の環境整備に向けた検討を行う際に

　

は、 衛生委員会等で調査審議するなど、 労使や‐産業保健スタッフが連携しゞ 取り組むこ
とが重要で

ある。

　　　　　

（５）・ 事業場内外の連携
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治療ど就業の両立支援の取組に当たっては、，産業保健スタッフや主治医と連携するとともに 必要

　　　　　　

に応じて、 主治医と連携している医療ソ
‐ーシャルワーカー、 看護師等や、 都道府県労働局、者Ｂ道府県

　　　　　　

の産業保健総合支援センター、 保健所等の保健師、 社会保険・労務士等の支援を受けること・も考えられ

‐

　

‐・

　　　　　

る。
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治療と▲就業の両立支援の進め方

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
治療と就業の両立支援は以下の流れで進めることが望ましい。

５



（１｝

　　

治療と就業の，両立支援を必要とする労働者が、 事業主に申出を行った
上で、 主治医から支援に必要

　

な情報を収集して事業主に提出（必要に応じて厚生労働省．労働基準局長が定める様式例を活用）

　　

治療と就業の両立支援の検討は、支援を必要とする労働者からの申出から始まる。安衛法に基づく

　

健康診断の結果に基づいて医療機関を受診し、又は自ら医療機関を受診する等により、自らが疾病に

　　

り患しているこ・とを把握し、 主治医等の助言により治療と就業の両立支援が必要と判断した労働者

　

は、治療と就業の両立支援に関する事業場内ルールに基づいて、主治医から支援に必要
な情報を収集

　

して事業主に提出する必要がある。 この際、
．労働者は事業主が定める様式等を活用して、

．就業の状況

　

等に関する情報を主治医に提供した上で、 主治医から次のアからエまでの情報の提供を受けることが

　

望ましい。

　

ア

　

症状、 治療の状況

　　

・現在の症状

　　

・入院や通院による治療の必要性とその期間

　　

・治療の内容やスケジュール

　

・通勤や業務遂行に影響を及ぼ－しうる症状や副作用の有無とその内容

ィ

　

就業継続の可否に関する意見‐

　　

．
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ウ・望ましい就業上の．措置に関する意見 （避けるべき作業、 時間外労働の制限、 出張の可否等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・・

　　

‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

～

ェ

　

治療に対する配慮が必要な事項に関す・る意見（通院時間の確保や休憩場所の確保等）
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また、 労働者は、，主治医からの情報収集や、 事業主とのやり取りに際して、 主治医と連携してい

　

る医療ソーシャルワーカ←、
．看護師等や、，都道府県の産業保健総合支援センタ÷、保健所等の保健

　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられる。

　

治療と就業の両立支援を必要とする労働者から事業主に相談があった場合は、労働者が必要かつ

十分な情報を収集できるよ・う、 産業保健ス
・タッフや人事労務担当者は、‐事業主が定める就業の状況
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等に関する情報の提供のための書面の作成支援や、 治療と就業の．両立支援に関する手続きの説明を
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行うな」ど、．必要な支援を行うことが望ましい。 またＹ

　

主治医の意見を求める際には、 機微な健康情
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報を取り扱うこととなるためへ

　

産業医等がいる場合には産．
業医等を通じて情報のやり取りを行うこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、●
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とが望ま しい。



　　

なお、 労働者による主治医からの情報収集
が円滑に行われるよう、 事業主は、 日頃から、 治療，と

　

．就業の両立支援に関する手続きや、 事業主が定める様式等そこっいて、 周知Ｌておくこ
とが望まし

し、。

　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

｛

　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　

▲

　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　

′

　　

．

　　

．

　　　

主治医から提供．された情報が、治療と就業．の両立支援の観点から十分でない場合は、産業保健ス

　　

タッフがいる，場合には、 労働者本人の同意を得た上で、 産業保健スタッフが主治医から更に必要
な

　　

情報を収集することが望ましい。 なお 産業保健スタッフがいない場合には、労働者本人の．同意．
を

　　

得た上で、人事労務担当者等が主治．医から必要な情報を収集する
こともできる。

（２） 事業主が、主治医から提供された情報を産業医等に対して提
供し、就業継続の可否、就業上の，

措置

　

及び治療に対する配慮に関する産業医等の意見を聴取

　　

事業主は、就業上の措置及び治療をこ対する配慮を検討するに当
た．り、 主治医か

ら提供された情報を

　

産業医等に対して提供し、
．
就業糸圏続の可否、就業可能な場合の就業上の措置及び治療に対する配慮に

　

関する産業医等の意見（主治医の就業上の措置及び治療ヒ対する配慮こ関する意見の確認を含む。）

　

を聴取することが重要である 産業医等がしない場合は、主治医から提供された情報を参考とする‘

（３） 事業主が

　

主治医や産業医等の意見を勘案し、就業継続の可否を判断

　　

事業主は、主治医や産業医等の意．見を勘案し、就業を継続さ．せるか否かの判断に当たり、就業上の

　

措置及び治療に対する配慮の具体的な内容，や実施時期等について検討を行う。 その際、就業継続に関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

する希望の有無や、就業土の措置及び治療に対する配慮に関する要望について＼ 労働者本人から聴取

　

し・、 十分な話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めること
が必要である，。

　　

なお、 検討に当たっては、 疾病にり患していることをもって安易に競業を禁止するのでは
なく、 主

　

治医や産業医等の意見を勘案して可能な限り配置転換、 作業時間の短縮その他の必要な措置を講ずる

　　

▼

　　　　　　　　

′

　　　　　　

ｒ

　　　　　　　

、．

　　　

．

　　　　　

、

　

ことによって就業の機会を失わせないよう にすること，に留意が必要である

（４） 事業主が、労働者の就業継続が可能と判断した場合、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容、

　

実施時期等を検討・決定・し、 実施
・（入院等による休業を要しない場合の対応）

　　　　　　　　　　　　　　　

′・ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

　

ア

　

治療と就業の両立支援プランの作成

　　　

事業主は、 労働者に対し、 治療を受けながらの就業継続が可能である，と判断し
た場合、 就業に

　　

よって疾病の症状が増悪することがないよう
‐就業上の措置及び治療に対する配慮を決定し、実施す



　

る必要があるが‘その際必要に応じて、．具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてま

　

とめた計画 （以下 「治療と就業の両立支援プラン」 という。）．を作成することが．
望ま．しい。

　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

・

　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　

・

　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　

．・

　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　

．・

　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

　　

治療と就業の両立支援プラ・ンの作成に当たっては、 産業保健スタッフ． 主治医と連携するととも

　

に、 必要に応じて、 主治医と連携している医療ソ，一シャルワーカー、 看護師等や、 都道府県の産
業

　

保健総合支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられる。

　　

また 治療の終了後すぐに通常の勤務に復帰できるとは限らないことに留意が必要であり、治療

　

と就業の両立支援プランに以下の事項を盛り込む；．とが望ましい。

　

，

　

①
，
治療、 投薬等の状況及び今後の治療・通 院の予定

　　　　　　　

ノ

　　　　　　

，

　

②

　

就業上の措置及び治療に対する配慮の具体的内容並びに実施時期・期間 ・

　　

．就業上の措置の内容 （就業場所の変更、作業の転換（業務内容の変更）、．労働時間の短縮等）

　　

．治療に対する配慮の内容二（通院時間の確保等）

． ③

　

フォローアップの方法及びスケジュール （産業保健スタシフや人事労務担当者等による面談

　　

等）
．
・

　　

‐

　　　　

．・ ：

　　　

．

　　　　

▲

イ

　

治療と就業の両立支援プラ．ン等に基づく取組の実施とフォローアップ

　

事業主は、
▼治療と就業の両立支援プラン等に基づき、必要な就業上の措置及び治療に対する配慮

　

を実施する。 治療の経過によっては、 必要な措置や配慮の内容、 時期
－・期間が変わ，ることも考

えら

　

れるため、労働者に状況を適時確認し、必要に応じて治療と就業の両立支援プラン、就業上の措置－

　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

及び治療に対する配慮の内容を見直すことが必要である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　

なお 治療と就業の両立支援ブ，ラン、就業上の措置及び治療に対する配
慮の内容の見直しの検討

　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●
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・

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

・
ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．・
′

　

に当たっては、．人事労務担当部門や産業保健スタッフ等が組織的な支援を行うこ
とが望ましい。

ウ

　

．周囲の者へ
の対応

　　

労働者に対して就業上の措置及び治療に対する配慮を行うことにより、周囲の同僚や上司等にも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

・
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・二

一時的に負担がかかる。 そのため、
二就業上の措置及．び治療に対す．る配慮を実施するためもこ必要な情報

に限定した上で、負担がかかる同僚や上司等には可能な限り情報を共有し理解を得るとともに過度の

　　　　　

「

　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　　

▲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　

＾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　

－

負担がかからないようにする。また、人事労務担当部門や産業保健スタッフ等による組織的な支援を

行うことが望ましい。



（５）， 事業主が、労働者に対し
長期の休業が必要と判断した場合、，休業開始前・

の対応及び休業中のフォ

　

ローアップを行うとともに、，労働者の疾病の症
状が回復した．際には 主治医や産業医等の意見、労働

　

者本人の意向、復帰予定の職場の意見等を総合的に勘案
し、職場復帰，の可否を判断した上で、職場復

　

帰後の就業上の措置及び治療こ対する配慮の内容、実施時期等を検討・決定し． 実施 （入院等に
よる

　

，休業を要する場合の対応）

　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

ア

　

休業開始前の対応

　

；．‐・

　

‐

　　　

主治医や産業医等の意見を勘案し、労働者が長期に休業する必要があると判断
した場合、事業主

　　

は 労働者に対して、休業こ関する制度（賃金の取扱い、
．手続を含む。） と休業可能期間・職場復

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

●

　

．

　

●

　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

．

　　　

．

　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

帰の手順等について情報提供を行うとともに 休業申請書類を．提出
させ・ 労働者の休業を開始す

　　

　　

　　　　　　

　

　　　　　　　　　

　

　

　

　　　　　　　　

　

　

　

　　　　　　　　

　

　　　

また、治療の見込みが立てやすい疾病の場
合は＼休業開始の時点で、主・治医や産業医等の専門的

　

， な助言を得ながら、 休業終了の目安も把握する。

　

イ

　

休業期間中のフォ．ロ」アップ

　　　

．

　　　

・
・‐

　

休業期間中は、，あらか，じめ定めた連絡方法等によって労働者と連絡をとり、
．労働者の状況や治療

の経過、今後の見込み等について確認するほか、職場復帰に向けた労働者の不安や悩みを相談で

き、活用．可能な支援制度等について情報提供ができる窓ロを設置し、明確化することが重要であ

　

る。 労働者は、 休業期間中は、 主治医の指示等に基づき、，治療を受けるこ・と、 服薬すること、 適切

な生活習慣を守ること等ゞ疾病の治療や回復に専念することが重要である。

　

▲

　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　

‘

　　

‘

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　

．
●

　　　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　　　　

‐

　

なお、 労働者自身によ
・る職場復帰に向けた準備も重要であり、 必要に応じて、 事業主から．労働者

に職場復帰に関連する情報を提供する・ことも考えられる。

ウ． 職場復帰の可否の判断．，

　

労働者の疾病の症状が回復した際には、．事業主は、 以下により職場復帰の可否を判断する。

①．労働者本人を通じて・

　

事業主が定めた様式等を活用して職場復帰に関する主治医の意見を求め

　

るｄ

　

なお、 労働者は、 主治医の意見を求め．るに際して、．主治医と連携している医療ソ
」シャル

　

ワー力一

　

看護師等の支援を受けることも考えられる。‐主治医から提供された情報が十分でない

　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

場合は、 産業保健スタッフがいる場合には、 労働者本人の同意を得た上で、 産業保健ヌタ
‐ツフが



　　　　　　

主治医から更に必要な情報を収集する・ことが望ましい。，なお、 産業保健スタッフがいない場合に

　　　　　　

は、
．
労働者本人の同意を得た上で、 人事労務担当者等が主治医から必要な情報を収集することも

　　　　　　

できる。

　　　　　

②

　

主治医の意見を産業医等に提供し、 職場において必要とされる業務遂行能力等を踏まえた職場

　　　　　　　

復帰の可否に関する意見を聴取する。 産業医等がい，ない場合は、 主治医から提供を受けた情報を

　　　　　　

参考とする。

　　　　　　

③

　

労働者本人の意向を確認するム

　　　　　

④

　

復帰予定の職場の意見を聴取する。

　　　　　　

⑤ ・主治医や産業医等の意見、 労働者本人の．意向、 復帰予定の職場の意見等を総合的に勘案し、 配

　　　　　　　

置転換も含めた職場復帰の可否を判断する。

　　　　　

エ

　

職場復帰支援プランの作成

　　　　　　　

事業主は、 職場．復帰が可能であると判断．した場合・ 必要に応じて、 労働者
が職場復帰するまでの

　　　　　　

計画 （以下 「職場復帰支援プラン」 という。） を作成する，ことが望ましい。・職場復帰支援
プランに

盛
・
り込むことが望ましい事項は、、（４）耀

こ規定する入院常とよる休業を要しない場合の治療と就業の

　

両立支援プラーンと同様であるが、職場復帰支援プランの場合は、職．
揚復帰日についても明示する必

要がある。

　

職場復帰支援プラ・ンの作成をこ当たっては、 産業保健スタッフや主治医と連携する
とともに・ 必要

　

に応，じて 主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、都
道府県の産業保健総合

　

支援センター、 保健所等の保健師、 社会保険労務
士等の支援を受けることも考えられる。

　　

また、、職場復帰支援プランの作成
に当た ては、退院や治療の終了後すぐに通常の勤務に復帰で

　

きるとは限らないご，とに留意が必要である。

ォ・職場復帰支援プラン等に基づく取組の実施とフォローアップ

　

事業主は、職場復帰支援ブ、ラン等に基づき 必要な就業上の措置及
び治療に対する配慮を実施す

　

る。
・治療の経過にようては、 必要な措置や配慮の内容、 時期・期間

が変わることもあるため、 労働

　

者に状況を適時確認し、必要に応じて職場復帰支援プラ，
ン一就業上の措置及び治療に対する配慮の

　

内容を見直すことが必要である。



　　　

なお、職場復帰支援プラン、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容の見直し
の検討に当たっ

　　

てば、 人事労務担当部門や産業保健ス▲タッ・フ等による組織的な支援を行う
ご・とが望ましい。

　

力・ 周囲の者への対応

　　　

労働者に対して就業上の措置及び治療に対する配慮を行うことにより・、 周囲の同僚や上司等にも

　　

時的に負担がかかるｄそのため、就業上の措置及び治療に対する配・慮を実施するために必要な情

　　

報に限定した上で、 負担がかかる同僚や上司等には可能な限り情報を共有し理解を得ると
・ともに過

　

▼

　

度の負担がかからない
′
ようにする。 また、 人事労務担当部門や産業保健スタッフ等による組織的な
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・

・
支援を行‐ ド ギ ギ

ましし

．
－

　

－

　

．，
‐
：

　　

・
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（６） ７缶療後の経過が悪い場合の対応

　　

労働者の純こは、治療後の経過が悪く 病状の悪化に．より、業務遂行が困難になり、治療と就業の

　

両立が困難になる場合もある６

　　

その場合は、事業主は、労働者の意向も考慮しつつ、．主治医や産業医等の意見を求め、治
療や症状
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の経過に沿って、就業継続の可否について慎重に判断する必要がある。

　　

事業主は、，労働のため病勢が著しく増悪するお．それがある場合には、 あらかじめ産業医その他専門

．・の医師の意見を聴いた上で、 安衛法第６８条に基づき、 就業禁止の措置を取る必要がある。

（７）．業務遂行に影響を及ぼしう
・る状態の継続が判明した場合への対応

　　

労働者に、治療後に、業務遂行に影響を及ぼしうる状態が継続することが判明した場合には、，作業
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の転換等の就業上の措置について主治医や産業医等の意見を求め、その意見を勘案し、十分な話合い
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を通じて労働者本人の了解が得られるよう努めた上で、就業上の措置‐を実施する。
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期間の限定なく就業上の措置の継続が必要となる場合もあり、そ，の際には、人事労務担当者、上司
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や同僚等の理解、 協力が重要である。

　　

また、 就業上の措置の状況について、 定期的な確認等・により必要な対応を行うこ
とが重要である。
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（８） 疾病が再発し．た場合の対応

　　　　　　

、

　　

労働者が職場復帰後、同じ疾病が再発した場合の治療と就業の両立支援も重要である。 事業主は、

、 治療と就業の両立支援を行うに当たっては、 あらかじめ疾病が再発することも念頭に置き、 再発した

　

際には状況に合わせて改めて検討することが重要である。 ．

　　　

、


